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2023年７月３日 

 

三菱ケミカルグループ株式会社 

   代表執行役  ジョンマーク・ギルソン 

 

吸収分割に関する事前備置事項 

 

当社は、三菱ケミカル株式会社（以下「甲」といいます。）との間で、2023 年６月

30日に吸収分割契約を締結し、同年８月９日付で当社を分割会社とし、甲を承継会社

とする吸収分割（以下「本分割」といいます。）を行うことといたしました。 

よって、会社法第 782 条第１項及び会社法施行規則第 183 条に基づき、下記の   

とおり吸収分割の内容その他法務省令で定める事項を開示いたします。 

 

記 

 

1. 吸収分割契約の内容 

別紙１の「吸収分割契約書」のとおりです。 

 

2. 会社法第 758条第４号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 

 本分割は、完全親子会社間の吸収分割であるため、甲は、当社に対して金銭等

の交付を行わないことといたしました。 

 

3. 甲の計算書類等の内容 

甲の最終事業年度に係る計算書類等は、別紙２のとおりです。 

 

4. 甲において最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える

事象の内容 

該当事項はありません。 

 

5. 当社において最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与え

る事象の内容 

該当事項はありません。 

 

6. 本分割が効力を生ずる日以降における当社の債務及び甲の債務（当社が本分割に

より甲に承継させるものに限る。）の履行の見込みに関する事項 

（１）当社の債務の履行の見込みについて 

当社の 2023年３月 31 日現在の貸借対照表における資産の額は 2,012,340百万

円、負債の額は 1,540,944百万円、純資産の額は 471,397百万円であり、その後、

これらの額に重大な変動は生じておりません。 

本分割により、当社が甲に対して承継する資産の額は、157 百万円、負債の額

は 157百万円となる見込みです。 

また、本分割の効力発生日までに当社の資産及び負債の状態に重大な変動が生

じる事態は予測されておらず、本分割後における当社の資産の額は負債の額を十
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分に上回る見込みです。 

以上の点、並びに当社の収益状況及びキャッシュフロー等に鑑みて、当社の負

担する債務については、本分割の効力発生日以降も履行の見込みがあると判断し

ます。 

（２）甲における当社から承継された債務の履行の見込みについて 

甲の 2023年３月 31日現在の貸借対照表における資産の額は 1,497,576百万円、

負債の額は 850,210 百万円、純資産の額は 647,366 百万円であり、その後、これ

らの額に重大な変動は生じておりません。 

（１）で述べたとおり、本分割により、甲が当社から承継する資産の額は、157

百万円、負債の額は 157百万円となる見込みです。 

また、本分割の効力発生日までに甲の資産及び負債の状態に重大な変動が生じ

る事態は予測されておらず、本分割後における甲の資産の額は負債の額を十分に

上回る見込みです。 

以上の点、並びに甲の収益状況及びキャッシュフロー等に鑑みて、甲が当社か

ら承継する債務については、本分割の効力発生日以降も履行の見込みがあると判

断します。 

 

以 上 
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別紙１ 

 
 

吸収分割契約書 
 
 三菱ケミカルグループ株式会社（住所：東京都千代田区丸の内一丁目１番１号、以下「甲」と
いう。）と三菱ケミカル株式会社（住所：東京都千代田区丸の内一丁目１番１号、以下「乙」とい
う。）とは、第１条において規定する甲の保有する株式の管理事業を乙が承継する吸収分割（以下
「本分割」という。）に関して次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。 
 
第１条（吸収分割） 

甲は、本契約の規定に従い、自己の保有する Mitsubishi Chemical APAC Pte. Ltd.の発行済み
全株式の管理事業（以下「本事業」という。）に関して有する権利義務を、吸収分割により乙
へ承継させ、乙はこれを承継する。本分割により甲より乙に承継される本事業に関する資産
及び負債の詳細は、以下の各号に掲げるとおりとする。 
（１）Mitsubishi Chemical APAC Pte. Ltd.の発行済み全株式 
（２）田辺三菱製薬株式会社からの借入金（借入金の額については、甲における Mitsubishi 

Chemical APAC Pte. Ltd.に対する投資簿価の額と同額とする） 
 
第２条（吸収分割に際して交付する株式等） 
  乙は甲の完全子会社であるため、乙は、本分割に際して、甲に対し乙の株式その他金銭等の

交付を行わない。 
 
第３条（効力発生日時） 
  本分割の効力発生日時（以下「本効力発生日時」という。）は令和５年８月９日午前零時とす

る。但し、本分割の手続の進行上必要あるときは、甲乙協議の上、本効力発生日時を変更す
ることができるものとする。 

 
第４条（条件変更及び解除） 
  本契約締結日から本効力発生日時に至るまでの間において、甲又は乙の財産状態、経営状態

に重要な変動を生じたときは、甲乙協議のうえ、本契約を変更し又は本契約を解除すること
ができる。 

 
第５条（協議事項） 
  本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については、甲乙誠意をもっ

て協議解決する。 
 
 以上、本契約締結の証として本書１通を作成し、甲乙記名押印の上、乙が本紙、甲がその写し
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を保有する。 
 
令和５年６月３０日 
 
                     東京都千代田区丸の内一丁目１番１号 
                  甲  三菱ケミカルグループ株式会社 
                     代表執行役  ジョンマーク・ギルソン 
 
                     東京都千代田区丸の内一丁目１番１号 
                  乙  三菱ケミカル株式会社 
                     代表取締役  江口 幸治 

 



別紙２ 吸収分割承継会社（三菱ケミカル株式会社）の最終事業年度に係る計算

書類等 















6  










































	1.吸収分割に関する事前備置書類
	2. MCG吸収分割　事前備置書面 clean
	3.事前備置書類（別紙2_鏡_MCG用)
	（別紙2-1）MCC第6期事業報告
	（別紙2-2）MCC第6期附属明細書（事業報告関係）
	（別紙2-3）MCC第6期計算書類
	（別紙2-4）MCC第６期監査報告書
	（別紙2-5）MCC第６期独立監査人の監査報告書

